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(57)【要約】
【課題】簡便でかつ直観的な方法で、超音波診断装置以
外の診断装置で撮像された撮像画像と、超音波画像との
位置合わせを行うことができる超音波診断装置、カメラ
付き端末および位置合わせ支援プログラムを提供する。
【解決手段】本実施形態に係る超音波診断装置は、被検
体の体表画像を撮像するカメラ付き端末を備える超音波
診断装置であって、カメラ付き端末は、第１の体表画像
を撮像する第１のカメラと、ディスプレイと、超音波診
断装置とは異なる画像診断装置における第２のカメラに
よって撮像された第２の体表画像と、その体内画像との
入力を受け付ける受付部と、体内画像を第２の体表画像
の方向に投影した投影参照画像を生成する生成部と、投
影参照画像と第１の体表画像と第２の体表画像とを位置
合わせ可能に重畳表示する表示制御部と、被検体の超音
波画像を撮像するためのガイドをディスプレイに表示さ
せるガイド表示部と、を備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の体表画像を撮像するカメラ付き端末を備える超音波診断装置であって、
　前記カメラ付き端末は、
　前記被検体の第１の体表画像を撮像する第１のカメラと、
　前記被検体の体表画像を表示するディスプレイと、
　前記超音波診断装置とは異なる画像診断装置における第２のカメラによって撮像された
前記被検体の第２の体表画像と、その第２の体表画像と空間的な位置関係によって関係付
けられた体内画像との入力を受け付ける受付部と、
　前記体内画像を前記第２の体表画像の方向に投影し、前記第２のカメラの撮像方向から
見た前記体内画像の投影参照画像を生成する生成部と、
　前記投影参照画像と、前記第１の体表画像と、前記第２の体表画像とを、位置合わせ可
能に重畳表示する表示制御部と、
　前記被検体の超音波画像を撮像するためのガイドを、前記第１の体表画像と、前記投影
参照画像とともに、前記ディスプレイに表示させるガイド表示部と、
　を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記ガイド表示部は、
　前記投影参照画像に対する前記ガイドとして、前記超音波画像を撮像するための場所を
、点、線または領域により表示させる
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記ガイド表示部は、
　前記投影参照画像に対する前記ガイドとして、超音波プローブを当てる角度を示す角度
情報を視覚的に表示させる
　請求項１または２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　視覚的効果を有する光線を発する光源を備え、
　前記ガイド表示部は、
　前記投影参照画像に対する前記ガイドとして、前記光線を用いて前記超音波画像を撮像
するための地点を表示させる
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記ガイド表示部は、
　前記投影参照画像に対する前記ガイドとして、超音波プローブの形状を模した仮想的な
画像を用いて、前記超音波画像を撮像するための場所を表示させる
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、
　前記第１の体表画像と前記第２の体表画像の表示される位置を合わせたまま、前記体内
画像内の関心領域を示す断面の角度に応じて、前記投影参照画像が表示される表示形態を
変更する
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記第２の体表画像と前記投影参照画像の表示位置を補正する補正部を備え、
　前記表示制御部は、
　前記第１のカメラによる撮像により前記第１の体表画像の表示される位置が変更された
場合には、その変更された位置に基づいて、前記第２の体表画像と前記投影参照画像との
表示される位置を補正し、前記第１の体表画像、前記第２の体表画像および前記投影参照
画像が固定して表示されるように前記ディスプレイに表示させる
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　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　被検体の第１の体表画像を撮像する第１のカメラと、
　前記被検体の体表画像を表示するディスプレイと、
　超音波診断装置とは異なる画像診断装置における第２のカメラによって撮像された前記
被検体の第２の体表画像と、その第２の体表画像と空間的な位置関係によって関係付けら
れた体内画像との入力を受け付ける受付部と、
　前記体内画像を前記第２の体表画像の方向に投影し、前記第２のカメラの撮像方向から
見た前記体内画像の投影参照画像を生成する生成部と、
　前記投影参照画像と、前記第１の体表画像と、前記第２の体表画像とを、位置合わせ可
能に重畳表示する表示制御部と、
　前記被検体の超音波画像を撮像するためのガイドを、前記第１の体表画像と、前記投影
参照画像とともに前記ディスプレイに表示させるガイド表示部と、
　を備える位置合わせ支援機能を備えたカメラ付き端末。
【請求項９】
　被検体の第１の体表画像を撮像する第１のカメラと、前記被検体の体表画像を表示する
ディスプレイとを備えるコンピュータに、
　超音波診断装置とは異なる画像診断装置における第２のカメラによって撮像された前記
被検体の第２の体表画像と、その第２の体表画像と空間的な位置関係によって関係付けら
れた体内画像との入力を受け付ける機能と、
　前記体内画像を前記第２の体表画像の方向に投影し、前記第２のカメラの撮像方向から
見た前記体内画像の投影参照画像を生成する機能と、
　前記投影参照画像と、前記第１の体表画像と、前記第２の体表画像とを、位置合わせ可
能に重畳表示する機能と、
　前記被検体の超音波画像を撮像するためのガイドを、前記第１の体表画像と、前記投影
参照画像とともに前記ディスプレイに表示させる機能と、
　を実現させるための位置合わせ支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置、カメラ付き端末および位置合わせ支援プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体を検査する医用画像診断装置として、Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）装置、
ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging）装置（磁気共鳴診断装置）および超音波診断装置
などが知られている。
【０００３】
　近年の検査や治療において、例えば、Ｘ線ＣＴ画像やＭＲＩ画像の断層像を表示装置に
表示させると共に、そのＸ線ＣＴ画像やＭＲＩ画像の断層像と同一の断層像を超音波画像
で同時に表示させることが行われている。この場合において、断層像の位置合わせは、Ｘ
線ＣＴ画像やＭＲＩ画像の断層像のうち身体の特徴的な部位を基準にして行われる。
【０００４】
　しかしながら、Ｘ線ＣＴ画像やＭＲＩ画像の断層像の身体の特徴的な部位により位置合
わせを行っても、超音波画像による診断を行うためには、その位置合わせ後に超音波画像
において観察したい関心領域を設定する必要があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－６３２５３号公報
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【特許文献１】特開平９－２４０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、簡便でかつ直観的な方法で、超音波診断装置以外の
診断装置で撮像された撮像画像と、超音波画像との位置合わせを行うことができる超音波
診断装置、カメラ付き端末および位置合わせ支援プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、被検体の体表画像を撮像するカメラ付き端末を備
える超音波診断装置であって、前記カメラ付き端末は、前記被検体の第１の体表画像を撮
像する第１のカメラと、前記被検体の体表画像を表示するディスプレイと、前記超音波診
断装置とは異なる画像診断装置における第２のカメラによって撮像された前記被検体の第
２の体表画像と、その第２の体表画像と空間的な位置関係によって関係付けられた体内画
像との入力を受け付ける受付部と、前記体内画像を前記第２の体表画像の方向に投影し、
前記第２のカメラの撮像方向から見た前記体内画像の投影参照画像を生成する生成部と、
前記投影参照画像と、前記第１の体表画像と、前記第２の体表画像とを、位置合わせ可能
に重畳表示する表示制御部と、前記被検体の超音波画像を撮像するためのガイドを、前記
第１の体表画像と、前記投影参照画像とともに、前記ディスプレイに表示させるガイド表
示部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係るカメラ付き端末を備える超音波診断装置の概略の構成の一例を
示した概略構成図。
【図２】本実施形態に係る超音波診断装置が、画像記憶回路から受信した被検体のＣＴ体
表画像とカメラで撮像したＵＬ体表画像とを位置合わせ可能に表示させ、体内画像につい
て、被検体の超音波画像を撮像するためのガイドを表示させるガイド表示処理の動作を示
すフローチャート。
【図３】本実施形態に係る超音波診断装置の処理回路が、記憶回路から取得するＣＴ体表
画像と体内画像の概念を示した概念図。
【図４】本実施形態に係る超音波診断装置の処理回路が、体内画像から投影参照画像を生
成する概念を示した概念図。
【図５】本実施形態に係る超音波診断装置のカメラが、被検体ＰのＵＬ体表画像を撮像す
る状況を示した説明図。
【図６】本実施形態に係る超音波診断装置の処理回路が、投影参照画像と、ＵＬ体表画像
と、ＣＴ体表画像とを、位置合わせ可能に重畳表示する概念を示した概念図。
【図７】本実施形態に係る超音波診断装置のカメラ付き端末のディスプレイにおいて、Ｕ
Ｌ体表画像にＣＴ体表画像が一致するように重畳表示させ、投影参照画像を含め、位置合
わせ後の表示例を示した概念図。
【図８】本実施形態に係る超音波診断装置の処理回路が、ディスプレイに表示される投影
参照画像に対して、超音波プローブを押し当てる場所をガイドする４つの例を示したガイ
ド例。
【図９】第２の実施形態に係るカメラ付き端末を備える超音波診断装置の概略の構成の一
例を示した概略構成図。
【図１０】第２の実施形態に係る超音波診断装置の光源が、ディスプレイに表示される投
影参照画像に対し、超音波プローブを押し当てる場所を、光線を用いてガイドするガイド
例。
【図１１】第３の実施形態に係る超音波診断装置は、カメラ付き端末の処理回路において
、補正機能をさらに備えた構成を示した概略構成図。
【図１２】第３の実施形態に係る超音波診断装置のディスプレイにおいて、処理回路が、
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ＵＬ体表画像の変更に伴ってＵＬ体表画像にＣＴ体表画像が一致するように補正する概念
を示した概念図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１の実施形態）
　以下、本実施形態に係る、カメラ付き端末を備える超音波診断装置について、添付図面
を参照しながら説明する。なお、本実施形態では、超音波画像診断を行う際、一例として
、Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）装置で撮像されたＣＴ画像と超音波画像の位置合わ
せを行う場合について説明するが、本実施形態はこれに限定されるものでない。例えば、
ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging）装置で撮像されたＭＲＩ画像と超音波画像の位置
合わせにも適用することができる。
【００１０】
［概略構成］
　図１は、本実施形態に係るカメラ付き端末２００を備える超音波診断装置１００の概略
の構成の一例を示した概略構成図である。
【００１１】
　図１に示すように、本実施形態に係る超音波診断装置１００は、超音波プローブ１１０
、超音波診断装置本体１２０およびカメラ付き端末２００を備えて構成されている。
【００１２】
　超音波プローブ１１０は、超音波振動素子を備えて構成されている。超音波振動素子は
、送信時には電気的な駆動信号を送信超音波に変換する一方、受信時には超音波反射波（
受信超音波）を電気的な受信信号に変換する機能を備えている。
【００１３】
　超音波診断装置本体１２０は、送受信回路１３０、信号処理回路１４０、画像処理回路
１５０、ディスプレイ１６０、入力回路１７０、処理回路１８０および記憶回路１９０を
備えて構成されている。
【００１４】
　送受信回路１３０は、送信回路および受信回路を備えて構成されている。送信回路は、
被検体の所定方向に対し、送信超音波を放射するための駆動信号を超音波プローブ１１０
に供給する機能を備えている。受信回路は、位相検波回路とビーム形成回路とを備えてい
る。位相検波回路は、超音波プローブ１１０から受信した複数チャンネルの受信信号のそ
れぞれを、ベースバンド帯域の同相信号（Ｉ信号、Ｉ：In-phase）と、直交信号（Ｑ信号
、Ｑ：Quadrature-phase）に分解し、さらにデジタル信号に変換する。ビーム形成回路は
、各チャンネルの信号（Ｉ信号及びＱ信号）に所定の遅延を与えた後に加算してビームを
形成する。ビーム形成回路から出力されるビーム形成後の信号も、Ｉ信号とＱ信号とから
構成される。以下、ビーム形成回路から出力されるビーム形成後の信号を「ＩＱ信号」と
呼ぶものとする。送受信回路１２０は、ＩＱ信号を信号処理回路１４０に出力する。
【００１５】
　信号処理回路１４０は、送受信回路１３０からＩＱ信号を受信して、そのＩＱ信号に、
ＦＦＴ法（高速フーリエ変換法：Fast Fourier Transform method）を用いて、連続波ド
ップラー画像の画像データを生成する。また、信号処理回路１４０は、パルス送信モード
において、ＩＱ信号の包絡線を検出してＢモード画像を生成したり、ＩＱ信号からカラー
ドプラ画像を生成する。
【００１６】
　以下、信号処理回路１４０において生成したＢモード画像や、カラードプラ画像の画像
データや、連続波ドップラー画像の画像データなどを超音波画像データともいう。
【００１７】
　画像処理回路１５０は、信号処理回路１４０で生成された超音波画像データに対し、被
検体の撮像断面に座標系を合わせる座標変換処理を行う機能を備えている。画像処理回路
１５０は、例えば、超音波画像データを、スキャン方式の座標系からテレビ方式の座標系
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に変換する。また、画像処理回路１５０は、座標変換された超音波画像データに対し、画
像表示に適した諧調設定や、解像度またはフレームレートを変更する画像処理を施す機能
を備えている。
【００１８】
　ディスプレイ１６０は、超音波プローブ１１０で撮像した被検体の超音波画像データを
画像として表示する機能を備えている。ディスプレイ１６０は、例えば、液晶ディスプレ
イやモニタなどにより構成されている。
【００１９】
　入力回路１７０は、医師や検査技師などの操作者によって操作が可能なポインティング
デバイス（マウスなど）やキーボードなどの入力デバイスからの信号を入力する回路であ
り、ここでは、入力デバイス自体も入力回路１７０に含まれるものとする。この場合、操
作に従った入力信号が、入力回路１７０から処理回路１８０に送られる。
【００２０】
　処理回路１８０は、超音波診断装置本体１２０を統括的に制御する機能を備えている。
例えば、処理回路１８０は、プログラムを記憶回路１９０から読み出し、実行することに
より、各プログラムに対応する機能を実現するプロセッサである。
【００２１】
　記憶回路１９０は、メモリとして、ＲＯＭ（Read Only Memory）およびＲＡＭ（Random
 Access Memory）等を備えている。記憶回路１９０は、上記のプログラムを記憶する他、
ＩＰＬ（Initial Program Loading）、ＢＩＯＳ（Basic Input/Output System）のデータ
を記憶したり、処理回路１８０のワークメモリやデータの一時的な記憶に用いたりする。
【００２２】
　次に、カメラ付き端末２００について説明する。本実施形態に係るカメラ付き端末２０
０は、処理回路２１０、カメラ２２０、入力回路２３０、ディスプレイ２４０、記憶回路
２５０、ネットワークインターフェース２６０および内部バス２７０を備えて構成されて
いる。
【００２３】
　カメラ２２０は、被検体の体表画像を撮像する機能を備えている。なお、カメラ２２０
によって撮像された画像を、ＵＬ体表画像という。
【００２４】
　ディスプレイ２４０は、被検体の体表画像を表示する機能を備えている。ディスプレイ
２４０は、例えば、液晶ディスプレイやモニタなどにより構成されている。
【００２５】
　処理回路２１０は、プログラムを記憶回路２５０から読み出し、実行することにより、
各プログラムに対応する機能を実現するプロセッサである。換言すると、処理回路２１０
は、各プログラムを読み出して、受付機能、生成機能、表示制御機能およびガイド制御機
能を実現することができる。
【００２６】
　ここで、受付機能とは、超音波診断装置１００とは異なる画像診断装置、例えば、Ｘ線
ＣＴ装置におけるＣＴ側カメラによって撮像された被検体のＣＴ体表画像と、そのＣＴ体
表画像と空間的な位置関係によって関係付けられた体内画像との入力を受け付ける機能の
ことである。なお、体内画像とは、例えば、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置で取得した、同一
被検体の３次元のボリュームデータにおける断層像のことである。
【００２７】
　生成機能とは、体内画像をＣＴ体表画像の方向に投影し、ＣＴ側カメラの撮像方向から
見た体内画像の投影参照画像を生成する機能のことである。
【００２８】
　表示制御機能とは、投影参照画像と、ＵＬ体表画像と、ＣＴ体表画像とを、位置合わせ
可能に重畳表示する機能のことである。
【００２９】
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　ガイド制御機能とは、被検体の超音波画像を撮像するためのガイドを、ＵＬ体表画像と
、投影参照画像とともに、ディスプレイ２４０に表示させる機能のことである。
【００３０】
　なお、本実施形態における受付機能、生成機能、表示制御機能およびガイド制御機能は
、それぞれ特許請求の範囲における受付部、生成部、表示制御部およびガイド表示部の一
例である。
【００３１】
　また、上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、専用又は汎用の
ＣＰＵ（Central Processing Unit）、或いは、特定用途向け集積回路（Application Spe
cific Integrated Circuit：ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス（例えば、単純プ
ログラマブル論理デバイス（Simple Programmable Logic Device：ＳＰＬＤ）、複合プロ
グラマブル論理デバイス（Complex Programmable Logic Device：ＣＰＬＤ）、及びフィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（Field Programmable Gate Array：ＦＰＧＡ）など
の回路を意味する。
【００３２】
　プロセッサは、メモリに保存された、もしくはプロセッサの回路内に直接組み込まれた
プログラムを読み出し、実行することで各機能を実現する。プロセッサが複数設けられ場
合、プログラムを記憶するメモリは、プロセッサごとに個別に設けられるものであっても
構わないし、或いは、例えば、図１の記憶回路１９０や記憶回路２５０が各プロセッサの
機能に対応するプログラムを記憶するものであっても構わない。
【００３３】
　入力回路２３０は、医師や検査技師などの操作者によって操作が可能なポインティング
デバイス（マウスなど）やキーボードなどの入力デバイスからの信号を入力する回路であ
り、ここでは入力デバイス自体も入力回路２０に含まれるものとする。この場合、操作に
従った入力信号が、入力回路２３０から処理回路２１０に送られる。
【００３４】
　なお、カメラ付き端末２００は、例えば、携帯型情報処理装置によって実現することが
でき、入力回路２３０とディスプレイ２４０が一体として、信号の入力や画像表示が可能
なタッチパネルにより構成することができる。
【００３５】
　記憶回路２５０は、ＲＯＭ及びＲＡＭ、ＨＤＤ等を含む記憶装置により構成されている
。記憶回路２５０は、ＩＰＬ、ＢＩＯＳ及びデータを記憶したり、処理回路２１０のワー
クメモリとして使用されたり、または、データを一時的に記憶する場合に用いられる。Ｈ
ＤＤは、カメラ付き端末２００にインストールされたプログラム（アプリケーションプロ
グラムの他、ＯＳ（Operating System）等も含まれる）や画像データを記憶する記憶装置
である。また、医師や検査技師などの操作者に対するディスプレイ２４０への情報の表示
にグラフィックを多用して、基礎的な操作を入力回路２３０によって行なうことができる
ＧＵＩ（Graphical User Interface）を、ＯＳに提供することもできる。
【００３６】
　なお、本実施形態の場合は、記憶回路２５０は、ネットワークインターフェース２６０
を介して、画像記憶回路３００から、被検体のＣＴ体表画像とその体内画像と受信し記憶
する。すなわち、記憶回路２５０は、被検体のＣＴ体表画像とその体内画像とを記憶して
いるものとする。
【００３７】
　ネットワークインターフェース２６０は、通信規格に応じた通信制御を行ない、例えば
、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズに準拠した無線ＬＡＮ（Local Area Network）、近距離
無線通信又は電話回線等を通じて、カメラ付き端末２００をネットワークに接続する機能
を有している。例えば、ネットワークインターフェース２６０は、画像記憶回路３００か
ら被検体のＣＴ体表画像とその体内画像とを受信するようになっている。
【００３８】
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　内部バス２７０は、処理回路２１０によって処理回路２１０が統括制御されるように、
各構成要素に接続されている。
【００３９】
　次に、超音波診断装置１００の外部に設けられ、ネットワークを介して接続された画像
記憶回路３００について説明する。
【００４０】
　画像記憶回路３００は、メモリとして、ＲＯＭおよびＲＡＭ等を備えている。画像記憶
回路３００は、例えば、Ｘ線ＣＴ装置で取得した被検体のＣＴ体表画像と、そのＣＴ体表
画像と空間的な位置関係によって関係付けられた体内画像とを記憶している。なお、体内
画像とは、上述した、Ｘ線ＣＴ装置で取得した同一被検体の３次元のボリュームデータに
おける断層像のことである。
【００４１】
［動作］
　以下、本実施形態に係るカメラ付き端末２００を備える超音波診断装置１００の詳細な
動作について、フローチャートを用いて説明する。
【００４２】
（ガイド表示処理）
　図２は、本実施形態に係る超音波診断装置１００が、画像記憶回路３００から受信した
被検体のＣＴ体表画像とカメラ２２０で撮像したＵＬ体表画像とを位置合わせ可能に表示
させ、体内画像について、被検体の超音波画像を撮像するためのガイドを表示させるガイ
ド表示処理の動作を示すフローチャートである。
【００４３】
　図２に示すように、まず、本実施形態に係る超音波診断装置１００の処理回路２１０は
、記憶回路２５０から、Ｘ線ＣＴ装置におけるＣＴ側カメラによって撮像されたＣＴ体表
画像と、そのＣＴ体表画像と空間的な位置関係によって関係付けられた体内画像とを取得
し、その入力を受け付ける（ステップＳＴ００１）。
【００４４】
　図３は、本実施形態に係る超音波診断装置１００の処理回路２１０が、記憶回路２５０
から取得するＣＴ体表画像ＣＢと体内画像ＶＤの概念を示した概念図である。
【００４５】
　図３（ａ）では、図示しないＸ線ＣＴ装置に設けられたＣＴ側カメラＣＣを用いて、被
検体ＰのＣＴ体表画像ＣＢを取得する概念を示している。また、図３（ｂ）では、同じく
図示しないＸ線ＣＴ装置に設けられた撮像装置を用いて、被検体Ｐのボリュームデータで
ある体内画像ＶＤを取得する概念を示している。
【００４６】
　なお、ＣＴ側カメラＣＣは、例えば、Ｘ線ＣＴ装置のガントリ内に設けられることによ
り、ＣＴ側カメラＣＣの位置を特定することができ、体内画像ＶＤにＣＴ側カメラＣＣの
位置に関する位置情報とＣＴ体表画像ＣＢとを関連付けて、相対的な位置を示す位置情報
を持たせることができる。また、ＣＴ体表画像ＣＢについてもＣＴ側カメラＣＣから撮像
する範囲が分かるので、ＣＴ側カメラＣＣの相対的な位置を示す位置情報を持つことがで
きる。なお、体内画像ＶＤとＣＴ体表画像ＣＢは、例えば、ベッドの位置における空間的
な位置を利用して相互に関連付けるようにしても良い。
【００４７】
　次に、処理回路２１０は、体内画像ＶＤをＣＴ体表画像ＣＢの方向に投影し、ＣＴ側カ
メラＣＣの撮像方向から見た体内画像ＶＤの投影参照画像を生成する（ステップＳＴ００
３）。
【００４８】
　図４は、本実施形態に係る超音波診断装置１００の処理回路２１０が、体内画像ＶＤか
ら投影参照画像を生成する概念を示した概念図である。
【００４９】
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　図４（ａ）では、被検体ＰにおいてＣＴボリュームデータから参照断面を抽出する概念
を示している。例えば、ＣＴボリュームデータにおける断層像として、ボリュームデータ
から抽出された参照断面Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３が例示されている。
【００５０】
　また、図４（ｂ）では、図４（ａ）で抽出した参照断面Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３に対し、それ
ぞれの参照断面をＣＴ側カメラＣＣの方向から見た形状を、例えば、台形でその概念を表
示した概念図である。例えば、図４（ａ）で示した参照断面Ｄ１は、図４（ｂ）の台形Ｊ
１の形状に該当する。同様に、図４（ａ）で示した参照断面Ｄ２は、図４（ｂ）の台形Ｊ
２の形状に該当し、図４（ａ）で示した参照断面Ｄ３は、図４（ｂ）の台形Ｊ３の形状に
該当する。なお、台形Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３は、投影参照画像Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３に対応する。
【００５１】
　このように、処理回路２１０は、体内画像ＶＤをＣＴ体表画像ＣＢの方向に投影するこ
とにより、ＣＴ側カメラＣＣの撮像方向から見た体内画像ＶＤの投影参照画像を生成する
（ステップＳＴ００３）。
【００５２】
　次に、処理回路２１０は、カメラ付き端末２００に設けられたカメラ２２０により被検
体Ｐの体表画像を撮像し、ＵＬ体表画像ＵＢを取得する（ステップＳＴ００５）。なお、
カメラ２２０のことをＵＬ側カメラともいう。
【００５３】
　図５は、本実施形態に係る超音波診断装置１００のカメラ２２０が、被検体ＰのＵＬ体
表画像ＵＢを撮像する状況を示した説明図である。
【００５４】
　図５に示すように、本実施形態に係るカメラ付き端末２００は、カメラ２２０とディス
プレイ２４０とを備えているので、被検体ＰのＵＬ体表画像ＵＢを撮像することができる
。また、カメラ付き端末２００は、可動式のアームに固定されることにより操作者はカメ
ラ付き端末２００を持たないで、カメラ付き端末２００のディスプレイ２４０に表示され
たＵＬ体表画像ＵＢを撮像することができる。
【００５５】
　なお、図５では、カメラ付き端末２００は、可動式のアームに固定されて、操作者は、
ディスプレイ２４０に表示されるＵＬ体表画像ＵＢを見ることができるようになっている
が、本実施形態は、これに限定されるものではない。例えば、操作者は、カメラ付き端末
２００を手で持ち、自らの手で持ちながらＵＬ体表画像ＵＢを見るようにしてもよい。
【００５６】
　また、カメラ付き端末２００は、例えば、カメラ付き端末２００を固定するアームなど
により固定された場合は、被検体Ｐとカメラ付き端末２００との相対的な位置を示す位置
情報をＵＬ体表画像ＵＢに持たせることができる。この場合、カメラ付き端末２００とベ
ッドとの相対的な位置を示す位置情報と、ベッドにおける被検体Ｐの位置を示す位置情報
とをＵＬ体表画像ＵＢに関連付けて持たせるようにしてもよい。
【００５７】
　次に、処理回路２１０は、投影参照画像と、ＵＬ体表画像ＵＢと、ＣＴ体表画像ＣＢと
を、位置合わせ可能に重畳表示する（ステップＳＴ００７）。
【００５８】
　図６は、本実施形態に係る超音波診断装置１００の処理回路２１０が、投影参照画像Ｊ
２と、ＵＬ体表画像ＵＢと、ＣＴ体表画像ＣＢとを、位置合わせ可能に重畳表示する概念
を示した概念図である。
【００５９】
　図６（ａ）では、カメラ付き端末２００が入力を受け付けたＣＴ体表画像ＣＢと、生成
した投影参照画像Ｊ２をディスプレイ２４０に表示させたときの表示例である。ＣＴ体表
画像ＣＢは、ＣＴ側カメラＣＣで被検体Ｐの体表を撮影した体表画像であるため、２次元
の画像となっている。また、投影参照画像Ｊ２は、参照断面Ｄ２をＣＴ体表画像ＣＢに投
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影し、ＣＴ側カメラＣＣから見た画像であるため、３次元的な形状が２次元の台形により
表示されている。なお、ＣＴ体表画像ＣＢと投影参照画像Ｊ２とは、投影により一体化す
ることができる。
【００６０】
　図６（ｂ）は、カメラ付き端末２００がカメラ２２０により被検体Ｐの体表を撮像した
ＵＬ体表画像ＵＢを示している。ディスプレイ２４０には、ステップＳＴ００５において
カメラ２２０により撮像されたＵＬ体表画像ＵＢが表示されている。
【００６１】
　図６（ｃ）は、投影参照画像Ｊ２と、ＵＬ体表画像ＵＢと、ＣＴ体表画像ＣＢとを重畳
表示し、ＵＬ体表画像ＵＢとＣＴ体表画像ＣＢとの位置合わせを行う場合の一例を示して
いる。例えば、カメラ付き端末２００は、ディスプレイ２４０に表示されているＵＬ体表
画像ＵＢに、ＣＴ体表画像ＣＢと投影参照画像Ｊ２とを一体として、ＵＬ体表画像ＵＢに
ＣＴ体表画像ＣＢが一致するように位置合わせをする。
【００６２】
　図７は、本実施形態に係る超音波診断装置１００のカメラ付き端末２００のディスプレ
イ２４０において、ＵＬ体表画像ＵＢにＣＴ体表画像ＣＢが一致するように重畳表示させ
、投影参照画像Ｊ２を含め、位置合わせ後の表示例を示した概念図である。
【００６３】
　図７に示すように、処理回路２１０は、ディスプレイ２４０におけるＵＬ体表画像ＵＢ
に、ＣＴ体表画像ＣＢと投影参照画像Ｊ２を一体として位置合わせを行うことができる。
また、例えば、ＣＴ側カメラＣＣの位置に関する位置情報とＣＴ体表画像ＣＢとの相対的
な位置を示す位置情報を用いて、被検体ＰのＵＬ体表画像ＵＢを撮影可能な相対的な位置
にカメラ付き端末２００をセットするようにしてもよい。例えば、カメラ付き端末２００
は、アームにおいて微調整を行い、ＵＬ体表画像ＵＢの撮像される範囲を調整することに
より、ＣＴ体表画像ＣＢとＵＬ体表画像ＵＢとが一致するように位置合わせを行うことが
できる。なお、この位置合わせは、手動であっても自動であってもよい。
【００６４】
　また、投影参照画像Ｊ２は、参照断面Ｄ２と同期を取ることができ、例えば、操作者が
図４（ａ）における参照断面Ｄ１を選択した場合には、投影参照画像Ｊ１をＵＬ体表画像
ＵＢに重畳表示させることができ、また、操作者が図４（ａ）における参照断面Ｄ３を選
択した場合には、投影参照画像Ｊ３をＵＬ体表画像ＵＢに重畳表示させることができる。
【００６５】
　次に、処理回路２１０は、被検体Ｐの超音波画像を撮像するためのガイドを、ＵＬ体表
画像ＵＢと、投影参照画像Ｊ２とともに、ディスプレイ２４０に表示させる（ステップＳ
Ｔ００９）。本実施形態では、被検体Ｐの超音波画像を撮像するためのガイドを表示する
例として、例えば、４つ想定されている。
【００６６】
　図８は、本実施形態に係る超音波診断装置１００の処理回路２１０が、ディスプレイ２
４０に表示される投影参照画像Ｊ２に対して、超音波プローブ１１０を押し当てる場所を
ガイドする４つの例を示したガイド例である。
【００６７】
　図８（ａ）では、投影参照画像Ｊ２に対するガイドとして、音波画像を撮像するための
場所を、点により表示させた場合のガイド例である。点Ｐ１は押当点を示しており、操作
者は、点Ｐ１により、超音波プローブ１１０を操作する際の目安とすることができる。
【００６８】
　図８（ｂ）では、投影参照画像Ｊ２に対するガイドとして、音波画像を撮像するための
場所を、線により表示させた場合のガイド例である。線Ｐ２は、スキャン方向に対応する
線を示しており、操作者は、線Ｐ２により、超音波プローブ１１０を操作する際の目安と
することができる。また、３０度は、例えば、超音波プローブ１１０を走査する際の傾け
る角度を示しており、例えば、ディスプレイ２４０の垂直方向から超音波プローブ１１０
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の先端を投影参照画像Ｊ２に３０度傾けて撮像することにより、参照断面Ｄ２に対応する
超音波画像を得ることができることを示している。
【００６９】
　なお、３０度という数値による表示方法は、これに限定されるものではない。投影参照
画像Ｊ２に対するガイドとして、超音波プローブを当てる角度を示す角度情報を視覚的に
表示させるものであれば、適用可能である。例えば、分度器を用いた角度情報を視覚的に
表示するようにしてもよい。
【００７０】
　図８（ｃ）では、投影参照画像Ｊ２に対するガイドとして、音波画像を撮像するための
場所を、領域により表示させた場合のガイド例である。領域Ｐ３は、超音波プローブ１１
０を押し当てる領域を示しており、操作者は、領域Ｐ３により、超音波プローブ１１０を
操作する際の目安とすることができる。
【００７１】
　図８（ｄ）では、投影参照画像Ｊ２に対するガイドとして、音波画像を撮像するための
場所を、超音波プローブを模した仮想的な画像を用いて、その仮想的プローブにより表示
させた場合のガイド例である。仮想的プローブＰ４は、操作者が、超音波プローブ１１０
を押し当てる場所を示しており、操作者は、仮想的プローブＰ４により、超音波プローブ
１１０を操作する際の目安とすることができる。また、仮想的プローブＰ４は、例えば、
図４（ａ）の参照断面Ｄ２の撮像すべき角度に合わせ、仮想的プローブＰ４を傾けて表示
することができる。この場合、数値だけではなく仮想的プローブＰ４の傾いた形状により
、直感的に超音波プローブ１１０の走査角度を認識させることができる。
【００７２】
　本実施形態に係る超音波診断装置１００は、このようなガイドをディスプレイ２４０に
表示させ、操作者が超音波プローブ１１０を被検体Ｐに押し当てると、ガイド表示処理を
終了する。
【００７３】
　以上説明したように、本実施形態に係る超音波診断装置１００は、カメラ付き端末２０
０を備え、カメラ付き端末２００の処理回路２１０は、ＣＴ体表画像ＣＢと体内画像ＶＤ
の入力を受け付けると共に、体内画像ＶＤをＣＴ体表画像ＣＢに投影して、投影参照画像
を生成する。カメラ付き端末２００は、ディスプレイ２４０において、投影参照画像と、
ＵＬ体表画像ＵＢと、ＣＴ体表画像ＣＢとを位置合わせ可能に重畳表示することができ、
被検体Ｐの超音波画像を撮像するためのガイドをディスプレイ２４０に表示する。
【００７４】
　これにより、本実施形態に係る超音波診断装置１００は、簡便でかつ直観的な方法で、
超音波診断装置以外の診断装置で撮像された撮像画像と、超音波画像との位置合わせを、
操作者に行わせることができる。
【００７５】
　また、カメラ付き端末２００は、ＵＬ体表画像ＵＢとＣＴ体表画像ＣＢの表示される位
置を合わせたまま、体内画像ＶＤ内の関心領域を示す断面の角度に応じて、投影参照画像
が表示される表示形態を変更することができる。
【００７６】
　例えば、図４に示した参照断面Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３のうちいずれか１つの参照断面を選択
することにより、対応する投影参照画像をディスプレイ２４０に表示することができる。
具体的には、図４（ａ）で示した参照断面Ｄ１が選択された場合には、図４（ｂ）の台形
Ｊ１の形状により、投影参照画像Ｊ１として表示することができ、また、図４（ａ）で示
した参照断面Ｄ３が選択された場合には、図４（ｂ）の台形Ｊ３の形状により、投影参照
画像Ｊ３として表示することができる。
【００７７】
　そして、例えば、参照断面を参照断面Ｄ１から参照断面Ｄ３に変更した場合には、投影
参照画像Ｊ１から投影参照画像Ｊ３に変更することができるとともに、同期によりガイド
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を表示するガイドの表示位置も変更することできる。
【００７８】
　また、図７において、投影参照画像Ｊ２により位置合わせ後の投影参照画像を表示する
ようになっていたが、この投影参照画像は、これに限定されるものではない。例えば、図
４（ａ）に示した参照断面を３次元的に補正し、投影断面画像がグラフィック処理された
断面画像により、投影参照画像としてはめ込むようにしてもよい。
【００７９】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態に係る超音波診断装置１００は、カメラ付き端末２００において、例え
ば、図８（ａ）に示したように、超音波画像を撮像するための場所を、点や線等により、
投影参照画像に対するガイドとして表示するようになっていた。
【００８０】
　第２の実施形態では、カメラ付き端末２００に、視覚的効果を有する光線を発する光源
２８０をさらに備え、処理回路２１０は、投影参照画像に対するガイドとして、光源２８
０を用いて、超音波画像を撮像するための地点を表示させるようになっている。
【００８１】
　図９は、第２の実施形態に係るカメラ付き端末２００Ａを備える超音波診断装置１００
Ａの概略の構成の一例を示した概略構成図である。
【００８２】
　図９に示すように、第２の実施形態に係る超音波診断装置１００Ａは、光源２８０を備
えるカメラ付き端末２００Ａを備えて構成されている。第１の実施形態の超音波診断装置
１００と異なる点は、光源２８０を有している点である。
【００８３】
　図１０は、第２の実施形態に係る超音波診断装置１００Ａの光源２８０が、ディスプレ
イ２４０に表示される投影参照画像Ｊ２に対し、超音波プローブ１１０を押し当てる場所
を、光線を用いてガイドするガイド例である。
【００８４】
　図１０に示すように、点ＳＰは、光源２８０によって、ＵＬ体表画像ＵＢにレーザ照射
された点を示しており、超音波プローブ１１０を押し当てる押当点を示している。例えば
、光源２８０を用いて、押当点である点ＳＰを照射し指し示すことにより、超音波プロー
ブ１１０を当てる点を、操作者に対し、より明確に認識させることができる。
【００８５】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、カメラ付き端末２００の処理回路２１０に、ＣＴ体表画像ＣＢと
、ＵＬ体表画像ＵＢの表示位置を補正する補正機能をさらに備えるようになっている。
【００８６】
　図１１は、第３の実施形態に係る超音波診断装置１００Ｂは、カメラ付き端末２００Ｂ
の処理回路２１０Ｂにおいて、補正機能をさらに備えた構成を示した概略構成図である。
【００８７】
　カメラ付き端末２００Ｂは、カメラ２２０による撮像により、ＵＬ体表画像ＵＢの表示
される位置が変更された場合には、その変更された位置に基づいて、ＣＴ体表画像ＣＢと
投影参照画像との表示される位置を補正し、ＵＬ体表画像ＵＢとＣＴ体表画像ＣＢが一致
して表示されるようにディスプレイ２４０に表示する。
【００８８】
　図１２は、第３の実施形態に係る超音波診断装置１００Ｂのディスプレイ２４０におい
て、処理回路２１０Ｂが、ＵＬ体表画像ＵＢの変更に伴って、ＵＬ体表画像ＵＢにＣＴ体
表画像ＣＢが一致するように補正する概念を示した概念図である。
【００８９】
　図１２（ａ）では、例えば、カメラ付き端末２００Ｂの位置が移動した場合、カメラ付
き端末２００Ｂの移動に伴って、ＵＬ体表画像ＵＢの表示される位置が変更されることを
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示している。一方、図１２（ｂ）では、ＣＴ体表画像ＣＢと投影参照画像Ｊ２が、カメラ
付き端末２００Ｂの位置の移動に追従し、その変更されたＵＬ体表画像ＵＢの表示位置に
、ＣＴ体表画像ＣＢと投影参照画像とを補正した場合の表示例を示している。
【００９０】
　第３の実施形態の場合には、カメラ付き端末２００Ｂが移動した場合であっても、処理
回路２１０Ｂの補正機能により、ＣＴ体表画像ＣＢと投影参照画像Ｊ２の位置を補正する
ことができるので、操作者は、カメラ付き端末２００が移動した場合であっても検査を止
めることなく投影参照画像Ｊ２を見ることができ、継続して超音波プローブ１１０を当て
ることができる。
【００９１】
　なお、補正する方法は一例であって、これに限定されるものではない。例えば、カメラ
付き端末２００Ｂが固定されている場合は、被検体Ｐの体位の移動も生じ得るため、その
場合、その被検体Ｐの体位の移動に伴って、ＣＴ体表画像ＣＢと投影参照画像Ｊ２の位置
を補正することができる。
【００９２】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、簡便でかつ直観的な方法で、超音
波診断装置１００以外の診断装置で撮像された撮像画像と、超音波画像との位置合わせを
行うことができる。
【００９３】
　なお、本実施形態におけるカメラ２２０は、特許請求の範囲における第１のカメラの一
例であり、本実施形態におけるＣＴ側カメラＣＣは、特許請求の範囲における第２のカメ
ラの一例である。また、本実施形態におけるＵＬ体表画像ＵＢは、特許請求の範囲におけ
る第１の体表画像の一例であり、本実施形態におけるＣＴ体表画像ＣＢは、特許請求の範
囲における第２の体表画像の一例である。
【００９４】
　また、カメラ付き端末２００は、カメラ２２０とディスプレイ２４０とを一体として備
えるようになっていたが、これに限定されるものではない。例えば、カメラ付き端末２０
０は、カメラ２２０と、ディスプレイ２４０との少なくともいずれかを、別体により構成
するようにしてもよい。
【００９５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【００９６】
　また、本発明の実施形態では、フローチャートの各ステップは、記載された順序に沿っ
て時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【符号の説明】
【００９７】
１００…超音波診断装置
１１０…超音波プローブ
１２０…超音波診断装置本体
１３０…送受信回路
１４０…信号処理回路
１５０…画像処理回路
１６０…ディスプレイ
１７０…入力回路
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１８０…処理回路（プロセッサ）
１９０…記憶回路
２００…カメラ付き端末
２１０…処理回路（プロセッサ）
２２０…カメラ
２３０…入力回路
２４０…ディスプレイ
２５０…記憶回路
２６０…ネットワークインターフェース
２７０…内部バス
３００…画像記憶回路

【図１】 【図２】



(15) JP 2017-153665 A 2017.9.7

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(16) JP 2017-153665 A 2017.9.7

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 2017-153665 A 2017.9.7

【図１１】 【図１２】



(18) JP 2017-153665 A 2017.9.7

10

フロントページの続き

(72)発明者  奥村　貴敏
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  中沢　尚之
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  米山　直樹
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  西野　正敏
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
Ｆターム(参考) 4C601 GA21  JC33  JC37  KK09  KK24  KK31  LL33 



专利名称(译) 超声诊断设备，带摄像头和定位支持程序的终端

公开(公告)号 JP2017153665A 公开(公告)日 2017-09-07

申请号 JP2016038775 申请日 2016-03-01

[标]申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统株式会社

申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统有限公司

[标]发明人 鷲見篤司
菊地紀久
貞光和俊
奥村貴敏
中沢尚之
米山直樹
西野正敏

发明人 鷲見 篤司
菊地 紀久
貞光 和俊
奥村 貴敏
中沢 尚之
米山 直樹
西野 正敏

IPC分类号 A61B8/14

FI分类号 A61B8/14

F-TERM分类号 4C601/GA21 4C601/JC33 4C601/JC37 4C601/KK09 4C601/KK24 4C601/KK31 4C601/LL33

其他公开文献 JP6622114B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

甲以简单且直观的方式，通过除了超声波诊断装置的其他诊断装置拍摄
的拍摄图像，即对准可与超声图像进行的超声波诊断装置中，配备有相
机的终端和位置提供匹配的支持程序。 本实施方式的超声波诊断装置是
具有拍摄被检体的体表图像的带照相机终端的超声波诊断装置，带摄像
机终端拍摄第一体表图像，显示器以及与超声波诊断装置不同的图像诊
断装置中的第二照相机接受部，接受第2体表图像和体内图像的输入;生
成部，生成将体内图像向第2体表图像的方向投影而得到的投影基准图
像;1.一种显示控制单元，用于以能够彼此对准的方式叠加显示1和第二体
表图像的体表图像，以及用于拾取对象的超声图像的引导以及用于在显
示器上显示的引导显示部分。 发明背景

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/feb6fbe2-d059-4eb1-9300-a013dd94f586
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059808880/publication/JP2017153665A?q=JP2017153665A

